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藤井寺保健所　生活衛生室
　☎952・6165

水質検査（飲用水・井戸水・遊泳場
水・浴槽水）有 予 
依頼の際はお問い合わせください。

腸内細菌検査（赤痢菌、チフス菌、
パラチフスA菌、サルモネラ属菌、
腸管出血性大腸菌O157） 有

毎週月～水曜日 9:30～12:00

ぎょう虫卵検査 有  予

毎週月～木曜日　9:30～12:00
予 : 要予約 有 : 有料

藤井寺保健所（藤井寺1-8-36）
☎955・4181　 FAX 939・6479

HIV ・ 梅毒即日検査【予約不要】
［梅毒検査のみは不可]　 [匿名可]
第2・3水曜日　9:30～10:30 
※ 夜 間、 土 ･ 日 曜 日 の 検 査 は、
chot CAST（チョットキャスト）で実施。
詳しくはお問い合わせください。

こ	ころの健康相談 予

こころの病気、アルコール依存症
などの相談に、精神科医、精神保
健福祉相談員が応じます。

医療機関に関する相談
毎 週 月 ～ 金 曜 日　9:15～12:15、
13:00～16:00

藤井寺保健所からのお知らせ

※祝日は受け付けていない場合がありま
す。詳しくはお問い合わせください。

①市立藤井寺市民病院
　（道明寺2－7－3）
検診項目　大腸がん
　　　　　便潜血反応検査（2日法）
実施日時　月～土曜日（祝日除く）
　13:00～16:00
対象　40歳(※)以上の方（年1回）
※令和5年度に40歳に達する方
一部負担金　300円
申込方法　藤井寺市民病院（☎939・

7031）に電話で
※受付日時は月～金曜日（祝日除く）

13:30～16:00

がん検診のご案内

②大阪がん循環器病予防センター
　（大阪市城東区森之宮1－6－107）
検診項目　胃がん・大腸がん・肺が

ん・ 乳がん・ 子宮がん（最大5つ
のがん検診を同日に受診できます）

実施日時
　①月・金曜日　午前
　②火～木曜日　午前・午後
　③土曜日　午前（不定期）　※女性

のみで胃がん検診は実施なし
申込方法　健康課へ電話で
※後日受診券を郵送しますので、大

阪がん循環器病予防センターへ検
診日時を電話予約してください。

注意事項
・同年度内に市のがん検診を受診し

た方は受診できません。
・対象者や一部負担金などは、広報

ふじいでら4月号と同時配布の「令
和5年度藤井寺市保健事業だより」
や市ホームページをご覧ください。

健康相談

　生活習慣病などの予防や改善に関
する相談をお受けします。
○電話相談　☎939・1112　
受付　月～金曜日（祝日を除く）
　9時～17時30分
※ほかの方が相談中の場合は、すぐ

に相談できない場合があります。
場所　健康課（2階�番窓口）
申込方法　電話で

400ml献血にご協力を

日時　5月20日（土）・30日（火）
　10時～16時30分
　※30日は、10時～12時・13時～

16時30分
場所　イオン藤井寺ショッピングセン

ター1階ウェルカムひろば
対象　18歳から69歳までの体重が

50㎏以上の方（男性は17歳から可）
※65歳以上の方は、60歳から64歳

の間に献血経験がある方に限る。

５月はギャンブル等依存症問
題啓発月間

ギャンブル等をやめたくてもやめら
れないと悩んでいる人はいませんか。
ご本人やご家族だけで抱え込まず、
まずはご相談ください。
依存症の相談窓口
・大阪依存症ほっとライン（SNS相談）
　毎週水・土・日曜日　17時30分

～22時30分
　（最終受付：22時） 
※LINE公式アカウント

に友達登録してから
ご利用ください。

・大阪府こころの健康総合センター
☎０６・６６９１・２８１８

・藤井寺保健所　☎９５５・４１８１
問合先　大阪府地域保健課
　☎06・6944・7524　 

けんこう
ガイド

このページで申込・ 問合先の
記載がない場合の問合先
　健康課（2階�番窓口）	
　☎939 ・ 1112
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ご自分の健康管理のため、年に1回は必ず受けましょう

受診期間　令和5年5月1日～令和6年3月31日健康診査のご案内

【特定健康診査】
　右記の市が実施する「住民健康診査

（無料）」と同時に受診できます。
対象　4月1日現在、市国民健康保険

に加入し、受診日当日も引き続き
加入している40歳から75歳未満の
方（対象の方には4月末頃にオレン
ジ色の封筒で受診券を送付してい
ます）

費用　無料
問合先　保険年金課保健事業担当（1

階②番窓口）　☎939 ･ 1353

【住民健康診査】
　特定健康診査などの補助健診
【特定健康診査等の対象とならない方
の健康診査】

【肝炎ウイルス検査】
詳しくはこちらをご

覧ください。
問合先　健康課成人保健担当（2階�

番窓口）　☎939・1112

【重度障害者の健康診査】
対象　15歳以上40歳未満の在宅重

度障害者
受診方法　対象者には郵便でお知ら

せします。郵便が届いた方は、福
祉総務課で受診票・受診券を受け
取ってください。

問合先　福祉総務課障害者福祉担当
（1階⑥番窓口）　☎939・1106

【後期高齢者健康診査】
対象　75歳以上の方及び一定の障害

があると認定された65歳以上74
歳以下の方

費用　無料
※受診券が届き次第受診できますが、

住民健康診査を同時に受診する場
合は、5月1日（月）以降となります。
詳しくはお問い合わせください。

問合先
・大阪府後期高齢者医療広域連合給

付課　☎06・4790・2031
・保険年金課福祉医療担当（1階②番

窓口）　☎939・1186  
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日
時
　

6
月
1
日（
木
）

　
13
時
30
分
～
15
時
30
分

場
所
　
市
役
所
1
階
相
談
室

「
藤
井
寺
市
人
権
擁
護
委
員
」

・
松
川
　
命
さ
ん（
古
室
）　
　

・
辻
　
　
美
穂
子
さ
ん（
春
日
丘
）

・
東
野
　
惠
子
さ
ん（
林
）

・
服
部
　
仁
美
さ
ん（
藤
井
寺
）

・
井
関
　
芳
文
さ
ん（
藤
ヶ
丘
）

・
福
本
　
龍
子
さ
ん（
岡
）

・
大
﨑
　
信
久
さ
ん（
西
古
室
）

・
樋
口
　
真
須
人
さ
ん（
恵
美
坂
）

問合先　協働人権課人権推進担当（1階④番窓口）　☎939・1059

※新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から、必ず、事前に医療
機関へ実施状況を含めてお問い合
わせください。

知
ろ
う
学
ぼ
う
人
権
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